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南部町ケアマネジメントに関する基本方針（抜粋） 

 

令和３年７月改定 南部町福祉介護課 

１．策定の趣旨                              

 高齢者の自立支援・重度化防止に資することを目的としてケアマネジメントが行われ

るよう、介護保険制度の根幹であるケアマネジメントのあり方を保険者と介護支援専門

員で共有し、より良い介護保険事業の運営を目指すために、南部町におけるケアマネジ

メントに関する基本方針を示すものです。 

 

２．介護保険法の基本理念 

 介護保険法では、介護等が必要な人の尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した

日常生活を営むことができるように支援することを基本理念としています。 

 また、保険給付は、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するように行わなければ

ならないこと、保険給付の内容及び水準は、被保険者が要介護状態となった場合におい

ても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営む

ことができるよう配慮されなければならないとされています。 

 

～介護保険制度の理念としての「自立」～ 

身体的自立 

介護が必要になっても自分でできることを可能な限り維持し、増やしていくこと 

 社会的・精神的自立 

   人の暮らしに不可欠な、地域とのつながりや他者との交流や活動を大切にした暮

らしをすること 

 経済的自立 

   必要に応じ、社会保障の機能を発揮させつつ、経済的な継続性を保つこと 

 

３．ケアマネジメントの類型について 

介護保険におけるケアマネジメントとは、利用者の心身の状況、その置かれている環

境等に応じて、利用者の選択に基づいて、適切な介護サービス等が、多様な事業者から

総合的かつ効率的に提供されるよう、サービス計画を立案し、計画に基づいたサービス

提供が行われるよう調整、管理を行うことです。認定区分等により類型は次のとおりと

なります。 

ケアマネジメント

の類型 
認定区分等 

給付種別 

実施機関 介護

給付 

予防

給付 

総合

事業 

居宅介護支援 要介護１～５ ○ × × 指定居宅介護支援事業者 

介護予防支援 要支援１・２ × ○ 併用 指定介護予防支援事業所 

介護予防ケアマネ

ジメント 

要支援１・２

事業対象者 
× × ○ 地域包括支援センター 
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４．ケアマネジメントに関する基本方針について 

 

（１）居宅介護支援 

「南部町指定居宅介護支援事業所等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条

例」（以下「居宅介護支援基準条例」という。）に基づき、基本方針を次のとおりとし

ます。 

 

 

①要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、

その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行わ

れるものでなければならない。 

②利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、

適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率

的に提供されるように配慮して行われるものでなければならない。 

③要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療サービスと

の連携に十分配慮して行わなければならない。 

④利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される

指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の指定居宅サービス事業者等に不当に

偏ることのないよう、公正中立に行われなければならない。 

⑤指定居宅介護支援事業者は、事業の運営に当たっては、町、地域包括支援センター、

他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、介護保険施設、指定特定

相談支援事業者（障害者支援）との連携に努めなければならない。 

⑥指定居宅介護支援事業者は、自らその提供する指定居宅介護支援の質の評価を行い、

常にその改善を図らなくてはならない。 

⑦利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従

業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。 

⑧指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援を提供するに当たっては、介護保険

等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければなら

ない。 

⑨「居宅介護支援の具体的取扱方針」については、居宅介護支援基準条例第 16条※1を

遵守して行われなければならない。 

 

 ⑦⑧は、令和３年度より追加されたもの 

 ③⑥⑨は、条例の基本方針とは別に定めているもの 

 

※1居宅介護支援基準条例第 16条は 11ページの添付資料参照のこと 

 

 

 

（基本方針）第３条 
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（２）介護予防支援 

「南部町指定介護予防支援事業者の指定に関し必要な事項並びに指定介護予防支援

等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的

な支援の方法に関する基準を定める条例」（以下「介護予防支援基準条例」という。）

に基づき、次のとおりとします。 

 

①利用者が可能な限り居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配

慮して行われるものでなければならない。 

②利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、

利用者の自立に向けて設定された目標を達成するために、適切な保健医療サービ

ス及び福祉サービスが、当該目標を踏まえ、多様な事業者から、総合的かつ効率的

に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。 

③介護予防支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の

立場に立って、利用者に提供される指定介護予防サービス等が特定の種類又は特

定の介護予防サービス事業者若しくは地域密着型介護予防サービス事業者に不当

に偏することのないよう、公正中立に行わなければならない。 

④指定介護予防支援事業者は、事業の運営に当たっては、町、地域包括支援センター、

指定居宅介護支援事業者、他の指定介護予防支援事業者、介護保険施設、指定特定

相談支援事業者（障害者支援）、住民による自発的な活動によるサービスを含めた

地域における様々な取組を行う者等との連携に努めなければならない。 

⑤介護予防支援は、利用者の介護予防に資するよう行われるとともに、医療サービス

との連携に十分配慮しておこなわなければならない。 

⑥指定介護予防支援事業者は、介護予防の効果を最大限に発揮し、利用者が生活機能

の改善を実現するための適切なサービスを選択できるよう、目標志向型の介護予

防サービス計画を策定しなければならない。 

⑦指定介護予防支援事業者は、自らその提供する指定介護予防支援の質の評価を行い、

常にその改善を図らなければならない。 

⑧利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従

業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。 

⑨指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援を提供するに当たっては、介護保険

等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければなら

ない。 

⑩「介護予防支援の具体的取扱方針」については、介護予防支援基準条例第 33条・34

条※2を遵守して行われなければならない。 

 

⑧⑨は、令和３年度より追加されたもの 

⑤⑥⑦⑩は、条例の基本方針とは別に定めているもの 

 

※2介護予防支援基準条例第 33条・34条は添付資料 14ページ参照のこと 
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（３）介護予防ケアマネジメント 

 「南部町介護予防ケアマネジメント実施要綱」に基づき、次のとおりとします。 

 

①利用者が可能な限りその居宅において、自立した生活を営むことができるように配

慮して行われるものでなければならない。 

 

②利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、

利用者の自立に向けて設定された目標を達成するために、適切な保健医療サービス及

び福祉サービス並びに地域の予防活動等の場が、当該目標を踏まえ、多様な事業者か

ら、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。 

 

③介護予防ケアマネジメントの提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、

利用者の立場に立って、利用者に提供されるサービスが特定の種類又は総合事業実施

事業者に不当に偏することのないよう、公正中立におこなわなければならない。 

 

④地域におけるインフォーマルサービスも含めた社会資源及び利用者並びにその家

族等の希望等の情報を勘案して、介護予防サービス計画を作成しなければならない。 

 

⑤介護予防の効果を最大限に発揮し、利用者が生活機能の改善を実現するための適切

なサービスを選択できるよう、目的志向型の介護予防ケアマネジメントを実施しなけ

ればならない。 

 

 

【介護予防ケアマネジメントの類型】 

 

ケアマネジメントＡ（原則的なケアマネジメント） 

   アセスメントによってケアプラン原案を作成し、サービス担当者会議を経て決

定する。利用者との面接によるモニタリングについては、少なくとも３月に１

回行い評価を行います。 

ケアマネジメントＢ（簡略化した介護予防ケアマネジメント） 

   アセスメントからケアプラン原案までは、ケアマネジメントＡと同様に実施し

つつ、サービス担当者会議を省略したケアプランの作成と、間隔をあけて必要

に応じてモニタリング時期を設定し、評価及びケアプランの変更等を行う簡略

化した介護予防ケアマネジメントを実施するものです。 

ケアマネジメントＣ（初回のみのケアマネジメント） 

初回のみ、簡略化した介護予防ケアマネンジメントのプロセスを実施し、ケア

プラン原案の結果を利用者に説明し、理解を得た上で交付し、利用者本人が自

身の状況、目標の達成等を確認するものです。 

 


